
令和4年6月市議会総務委員会資料

第59号議案令和4年度長崎市一般会計補正予算(第3号)
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1 概要

新市庁舎において、来庁者及び職員の利便性向上を図るため、食堂及び売店の三斐置を予

定している。

運営事業者の選定については、公募型プロポーザル方式で行うこととし、専門的見地か

ら評価基準の策定及び審査を行うため、学識経験者や産業関係団体、消費者関係団体など

の外部の委員を構成員とした「運営事業者の選定に係る審査会」をヨ斐置し、運営事業候補
者の特定を行うもの。

2 事業内容

(1)審査会の担任事務

新市庁舎にき斐置する食堂及び売店の運営事業者の選定に必要な事項の審査に関する
こと。

(2)※且織

長崎市附属機関に関する条例第2条、第3条及び長崎市類型の附属機関に係る審査

会規則第3条、第4条の規定に基づき審査会委員を設置する。

ア食堂

・人数

・委員構成

総務費

項

総務管理費

目

7

企画費

番号

1-1
運営事業者選定審査会費

新市庁舎食堂・売店

事業名

5名(会長1名、委員4名)

学識経験者経営の視点)、学識経験者喰品衛生・品質管理の視点}、

経営・財務の専門的知識を有する者、産業関係団体、消費者関係団体

(3)開催回数(予定)

各3回(評価基準の策定、提案書ヒアリング、運営事業候補者の特定)

(4)業務開始までのスケジュール(予定)

令和4年7月中旬 評価基準の策定 (第1 回審査会)

公告(公募型プロボーザル方式)令和4年7月下旬

提案書ヒアリング(第2回審査会)令和4年9月上旬

令和4年9月中旬 運営事業候補者の特定(第3回審査会)

令和4年9月下旬 使用許可(行政財産の目的外使用)

令和5年1月 運営開始(予定)

3 予算内訳

ア報酬 241 千円

イ茶菓費 3千円

4 財源内訳

イ

補正額

売店

・人数

・委員構成

5名(会長1名、委員4名)

学識経験者経営の視点)、学識経験者健康・食事・栄養の視点)、

経営・財務の専門的知識を有する者、産業関係団体、消費者関係団体

千円

244

総事業費
一般財源

千円
244

国庫支出金

千円
244

千円

財

県支出金
内

その他

千円

訳源

円千



【参考1:審査会の委員構成】

(1)食堂

学識経験のある者

区分 人数

経営又は財務に関
する専門的知識を
有する者

2人 0経営に関する視点
.経営やマーケティング等に関する専門的知識を有し、市場分
析や経営戦略等について専門的な意見を期待できるもの

0健康と食事、栄養に関する視点
.健康や栄養等に関する専門的知識を有しており、一般の方か
ら高齢者までの様々な年齢層の健康を考えた食事や栄養に
ついて専門的な意見が期待できるもの

産業関係団体を代
表する者

審議に必要な視点、分野、立場

1人

消費者関係団体を
代表する者

0経営や財務に関する視点
財務及び会計、経営に関する専門的知識を有しており、経営
の実現可能性や財務状況の安定性にっいて専門的な意見が
期待できるもの

1人

(2)売店

0経営者としての視点
.長崎市内で事業を行っている経営者としての知識経験から、
地域の特性等を踏まえた事業の実現可能性に関する意見が
期待できるもの

1人

学識経験のある者

0消費者としての視点
.消費者の視点から、食品・商品の安全、施設サービス等に関
する意見が期待できるもの

区分

5人

人数

経営又は財務に関
する専門的知識を
有する者

2人 0経営に関する視点
.経営やマーケティング等に関する専門的知識を有し、市場分
析や経営戦略等について専門的な意見を期待できるもの

0食品衛生、品質管理に関する視点
・食品衛生管理に関する専門的知識を有し、食品の衛生管理、
品質管理について専門的な意見が期待できるもの

産業関係団体を代
表する者

審議に必要な視点、分野、立場

1人

消費者関係団体を
代表する者

0経営や財務に関する視点
.財務及び会計、経営に関する専門的知識を有しており、経営
の実現可能性や財務状況の安定性にっいて専門的な意見が
期待できるもの

1人 0経営者としての視点
.長崎市内で事業を行っている経営者としての知識経験から、
地域の特性等を踏まえた事業の実現可能性に関する意見が
期待できるもの

1人 0消費者としての視点
.消費者の視点から、食品・商品の安全、施設サービス等に関
する意見が期待できるもの

5人



【参考2:主な審査項目】

(1)食堂

審査項目は、「運営事業者選定審査会」において決定する。

大項目

評価項目

事業計画

中項目

施設の設置

目的と計画

管理体制

人員配置

・基本方針

・事業計画

・動線計画

収支計画

施設管理

提案内容

・従業員の配置、責任体制など

評価の視点

・計画性、実現性、継続性

・財務状況の健全性など

運営方針と

サービスの

向上

参考見積

(2)売店

審査項目は、「運営事業者選定審査会」において決定する。

など

・食材の仕入れ(物流)及び管理システム

・食品衛生・品質管理の管理体制

・廃棄物の回収・処理体制など

・営業日、営業時間

・利用者の二ーズに沿ったメニューや価格設定

・地産地消を推進するメニューの提供

・屋上広場における飲食物の販売スペースの運営

大項目

評価項目

事業計画

・使用料の算定に用いる100分の5に加える率

中項目

施設の設置

目的と計画

管理体制

人員配置

・基本方針

・事業計画

・動線計画

収支計画

施設管理

・従業員の配置、責任体制など

評価の視点

・計画性、実現性、継続性

・財務状況の健全性など

、、

提案内容

など

・商品の仕入れ(物流)及び管理システム

・食品衛生・品質管理の管理体制

・廃棄物の回収・処理体制など

など

運営方針と

サービスの

向上

'営業日、営業時間

・利用者の二ーズに沿った品揃え

・地域経済への貢献

・授産施設への貢献

・行政サービスの提供

・来庁者の利便性に関するサービスの提供

・職員の福利厚生に関するサーピスの提供

・屋上広場における飲食物の販売スペースの運営 など



【参考3:平面図(3階)】
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【参考4

1 行政財産の許可

(1)使用許可

地方自治法第2認条の4第7項による行政財産の目的外使用許可

(2)許可期間

許可期間は、 1年以内。 5年間を限度に1年単位で更新することができる。

公募要件,喰堂)の概要】

2 使用許可の相手方の選定

(1)選定方法

公募型プロポーザルとする。なお、選定審査は、学識者及び関係団体等による外部の選定審査委

員会にて行う。

(2)応募資格

以下のいずれかの要件を満たす者

①市内で飲食店や社員食堂、給食センター等の5年以上の運営実績を有する法人又は市内に住民

票上の住所を有する個人

②①以外の事業者がフランチャイズ契約に基づき①の事業者に運営を任せる場合は応募できる。

③①の事業者が他の事業者との業務提携を活用して運営を行うことも可能とするが、①の事業者

が運営の主体となり、運営に係る責任を負うことが必要。

3 使用許可の内容

(1)営業日、営業時間

平日のⅡ時から巧時までを必須条件とし、それ以外の時間は開庁日の営業可能時問の範囲で公

募の提案とする。なお、営業可能時間は、平日、休日ともに 7時30分から 21時30分までとする。

また、営業時間外(但し、営業可能時間内)の貸切営業も可能とする。

(2)許可範囲

ア食堂

許可範囲は、厨房、食品庫、事務室兼更衣室、事業者用トイレ、食品サンプル設置スペース(以

下、「厨房等」という。)、及び食堂ホール、テラス(以下「飲食スペース1という。)とし、面積

は354ntとする。なお、弁当販売を行う場合は、許可範囲内で行うこととする。

イ屋上広場

公募の提案により、軽食等の販売スペースを設置できるものとし、機材等の設置範囲を許可範

囲(4立{以内)とする。なお、販売スペース以外は許可範囲外とし、誰でも利用可能な共有スペ

ースとする。

長崎県「仮設営業及び臨時営業に関する取扱い要綱」により、営業許可は 10日間を限度とする。

許可申請について、利用希望月の3か月前までは優先的に行えることとし、 3か月前以降は他の

事業者の許可申請も可能とする。

(3)使用料

ア食堂

使用料は、食堂峅当販売を含む)の売上劣債額(消費税及び地方消費税を含む)に5%を下回らない範

囲内で公募の提案により決定した「駒を乗じて得た額とする。

イ厨房機器

厨房機器の使用料は、上記の「ア食堂」の使用料に含める。なお,機器の点検及び修繕は事業

者が行い、大規模な修繕及び機器の交換は市が行う。

また、事業者が厨房の改装及び新たな厨房機器の設置する場合は、事業者の負担とする。

ウ飲食スペースのテーブル、椅子等

飲食スペースのテーブル、椅子等の使用料は、上記の「ア食堂」の使用料に含める。なお、

,
.



点検は事業者が行い、修繕及び交換は市が行う。

工屋上広場

使用料は、長崎市行政財産使用料条例の規定に従い、許可範囲で使用する土地及び建物の評価

額より算定した日割り額に営業した日数を乗じて得た額とする。

(4)清掃等

使用許可の範囲の清掃、害虫駆除及び衛生管理は、事業者の負担で行う。なお、食堂ホールの床

の定期清掃(ワックス塗布)は、市が行う。

屋上広場の許可日'(又は営業日)は、販売した商品の飲食スペースとして屋上広場を使用すること
になるため、屋上広場内に食べこぼし、容器等がある場合は事業者の負担で清掃する0

(5)経費の負担

次の経費は事業者の負担とする。

・使用許可を受けた範囲に係る光熱水費

・ごみ・廃棄物処理費、清掃・衛生管理費

・厨房で使用する調理器具及び食事を提供するための食器類

・市が設置した厨房機器の点検及び修繕に係る費用

.事業者が設置する厨房機器に係る設置費及び維持管理費

.事業者が設置する電話等の通信機器の設置費及び維持管理費、通信費

4 主な審査項目(案)

審査項目は、「運営事業者選定審査会」において決定する。

大項目

評価項目

事業計画

中項目

施設の設置

目的と計画

管理体制

'

人員配置

収支計画

・基本方針

・事業計画

・動線計画

提案内容

施設管理

従業員の配置、責任体制など

・計画性、実現性、継続性

・財務状況の健全性など

評価の視点

参考見積

運営方針と

サービスの

向上

など

・食材の仕入れ(物流)及び管理システム

・食品衛生・品質管理の管理体制

・廃棄物の回収・処理体制など

・営業日、営業時問

・利用者の二ーズに沿ったメニューや価格設定

・地産地消を推進するメニューの提供

.屋上広場における飲食物の販売ス'ペースの運営など

・使用料の算定に用いる100分の5に加える率



【参考5:公募要件喨周の概要】

1 行政財産の許可

(1)使用許可

地方自治法第器8条の4第7項による行政財産の目的外使用許可

(2)許可期間

許可期問は、 1年以内。 5年問を限度に1年単位で更新することができる。

2 使用許可の相手方の選定

(1)選定方法

公募型プロポーザルとする。なお、選定審査は、学識者及び関係団体等による外部の選定審査委

員会にて行う。

(2)応募資格

以下のいずれかの要件を満たす者

①市内で飲食料品を取り扱っでいる小売店舗の5年以上の運営実績を有する法人又は市内に住民

票上の住所を有する個人

②①以外の事業者がフランチャイズ契約に基づき①の事業者に運営を任せる場合は応募できる。

③①の事業者が他の事業者との業務提携を活用して運営を行うことも可能とするが、①の事業者

が運営の主体となり、運営に係る責任を負うことが必要。

3 使用許可の内容

(1)営業日、営業時問

平日の8時15分から玲時までを必須条件とし、それ以外の時間は開庁日の営業可能時問の範囲

で事業者からの提案とする。営業可能時問は、平日、休日ともに 7時30分から幻時30分までと

する。

(2)許可範囲

ア売店

許可範囲は、売店部分の全ての範囲とし、面積は 69珂とする。ただし、提案によりコピー機

を店舗外に設置する場合は、別途許可範囲に含める。

イ屋上広場

公募の提案により、軽食等の販売スペースを設置できるものとし、機材等の設置範囲を許可範

囲(41式以内)とする。なお、販売スペース以外は許可範囲外とし、誰でも利用可能な共有スペ

ースとする。

長崎県「仮設営業及び臨時営業に関する取扱い要綱」により,営業許可は 10日間を限度とする。

許可申請について、利用希望月の3か月前までは優先的に行えることとし、 3か月前以降は他の

事業者の許可申請も可能とする。

(3)使用料

ア売店

使用料は、長崎市行政財産使用料条例の規定に従い、許可範囲で使用する土地及び建物のヨ平価額より算

定した年問器7万円侮年更新)とする。

イ屋上広場

使用料は、長崎市行政財産使用料条例の規定に従い、許可範囲で使用する土地及び建物の評価

額より算定した日割り額に営業した日数を乗じて得た額とする。

(4)清掃等

使用許可の範囲の清掃、害虫駆除及び衛生管理は、事業者の負担で行う。

(5)経費の負担

7

'

,
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次の経費は事業者の負担とする。

・使用許可を受けた範囲に係る光熱水費

・ごみ・廃棄物処理費、清掃・衛生管理費

.事業者が設置する電話等の通信機器の設置費及び維持管理費、通信費

・トイレ等の共有部分に係る上下水道料金(許可物件の従業員数の案分)

4

(1

主な審査項目(案)

)販売品

区分

購む1目

り、ービス品目

・づ頬題峅当、おにぎり靭、パン噸、菓子類、インスタント島見、飲料

・文具、日用品(ティッシュペーパー、生理用品、歯磨き類期

・キッチン関屯布品紙コップ、台所麻躋1 ゴミ業淵

・」攻1上暇

・切手'、 1肋ゞき

禁止,1目

馴及商品及びガ、ービスの名称

販鬼1目

・コピー機φ餓髄目dき)

剰耆笥散悔エスカレーター下も影麺可能偶1燧脚"ヨ詞ヌホ創

・アルコーノ噸 q霜崎市4塒亙兄等で市力特こ認めたもの1割徐く。)
・劉亨則樹阪する嵐晒

り、ービス品目

・長崎r1テの^0

・長崎rhの特風1や'也酵也消の商品

・長崎市の〒折予^市オリ3》ナノ仇謡晒

・碧籍など

(2)主な審査項目

審査項月は、

・キャッシュレス決済俺子マネー快済、凪コード扶躋顎

・行政サービス佐刷埣1金烈,ムい、証明書交イ寸期

・来テ者4拜喉挫に関するガ、ービス(チケヅト販売顎引更等り

・1韻僻評停生に関するガ、ービス鮒テパック耽欠、立驍凱割賞劃壬保

険、自動車ガ箔傭負期

・証明書用写真機、 ATMの設置など

(案)

「運営事業者選定審査会」において決定する。

大項月

評価項目

事業計画

中項目

施設の設置

目的と計画

管理体制

人員配置

収支計画

・基本方針

・事業計画

,動線計画

施設管理

・従業員の配置、責任体制など

提案内容

・計画性、実現性、継続性

・財務状況の健全性など

評価の視点

など

・商品の仕入れ(物流)及び管理システム

・食品衛生・品質管理の管理体制

・廃棄物の回収・処理体制など

運営方針と

サービスの

向上

・営業日、営業時間

・利用者の二ーズに沿った品揃え

・地域経済への貢献

・授産施設への貢献

・行政サービスの提供

・来庁者の利便性に関するサービスの提供

・職員の福利厚生に関するサービスの提供
・屋上広場における飲食物の販売スペースの運営など

一
.

必
須

提
案



【参考6:長崎市附属機関に関する条伊n

(設置)

第2条執行機関及び上下水道事業管理者(以下「執行機関等」という。)は、別表第1のとおり附属

機関を設置する。

2 前項に規定するものを除くほか、執行機関等は、必要に応じて、別表第2に掲げる類型の附属機関

を設置する。

(委任)

第3条附属機関の組織、運営、報酬及び費用弁償の額その他必要な事項は、,別に定めがあるものを除

くほか、附属機関の属する執行機関等が定める。

別表第2 (第2条関係)

受注者の選定に係る審査

附属機関の類型

指定管理者の候補者の選

定に係る審査会

指定の相手方の選定に係

る審査会

財産の貸付け等の相手方

の選定に係る審査会

本市が発注する業務に係る受注者の選定に関する必要な

項の審査に関すること。

本市の公の施設の指定管理者の候補者の選定に関する必

要な事項の審査に関すること。

補助金等の交付対象事業

等の選定に係る審査会

本市が法令等の規定に基づき行う指定(別に定めるもの

に限る。)の相手方の選定に関する必要な事項の審査に

関すること。

担任事務

名称の選定に係る審査会

本市の財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与する場

合等の相手方の選定に関する必要な事項の審査に関する

」と。

本市が交付する補助金、助成金その他相当の反対給付を

受けない給付金の交付対象事業等の選定に関する必要な

項の審査に関すること。

本市が付ける名称の選定に関する必要な事項の審査に関

すること。

設置の日から執行機関等

が対象を決定する日まで

設置期間

.

.
卓

会
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予算説明書

款

1 概要

【補助】海岸災害復旧費現年度災害分に係る現年発生補助災害復旧事業債及び【補助】

世界遺産保存整備事業費円昂台日本の産業革命遺産」に係る一般補助施設整備等事業債の

令和3年度分の市債借入にっいて、借入額に超過額が発生したため、繰上償還を行うもの。

12

公債費

項

公債費

2

目

元金

繰上償還について

番号

a)対象事業

項目

②資金種別

事業名

③借入年月日

公債費

金元

区分1 (事業①②)

④借入額

【補助】海岸災害復旧費

現年度災害分

⑤
繰上償還額

(借入超過額)

補正額

(6)理由

゛

3,

千円

1 00

区分2 (事業③)

m 償還方法

【補助】世界遺産保存整備事業費

「明治日本の産業革命遺産」

令和 4年3月25日

18,800,000円

⑧償還予定日

区分1、区分2共通:

令和4年3月借入に係る事業実施状況等調書の提出にあたり、当該

調書を事業実績(決算客勵に基づいて作成すべきところを予算額の

まま作成し借り入れを行っていたため。(月味氏1一①~③〕

財政融資資金

2,300,000円

⑨加算金※

2款1垣23目諸費から支出予定

加算金の率:財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(3%)

から当該償還すべき額の利率(0.2%)を控除した率

3

5,600,000円

合計

財源内訳

800,000円

事業費

32,641円

部繰上償'還

令和 4年9月26日

24,400,000円

3,

千円

1 00

国庫支出金

3,100,000円

千円

11,353円

県支出金

財

千円

源

地方債

内

43,994円

千円

10

その他

千円

一般財源

3,

千円

1 00

.

.

※
※

訳



,1

■

4 事業費の財源内訳表

【補助】海岸災害復旧事業費(現年度災害分)

①端島防波護岸基礎災害復旧工事

予舞額

24,000,000

決算額

※1:補助災害復旧事業債(現年)

23,190200

区分

②端島海岸海岸災害復旧工事

現在の借入額
(予算顎)

補助対象経費

本来借入れすぺき額
(決算顎)

予算額

24.000'000

充当率100%(交付税措置率95%)

補助額
補助刻象経賓
X80%

70,000,000

決算額

22247,500

19200,000

※2:補助災害復旧事業債(現年)

財源

60,969,700

起債※1
100%

区分

17,520,000

現在の惜入額
(予算額)

4800.000

、

一殷財源

補助対象経費

【補助】世界遺産保存整備事業費(「明治日本の産業革命遺産」)

③端島炭坑跡瓦礫移設工事

本来借入れすぺき額
(決算額)

4700,000

補助対象外
経黄

充当率,00%(交付税措置率95%)

70,000,000

補助額
補助対象経費
X80%

0

予算額

(単位:円)

59ρ41,400

27,500

56,000,000

不用額

則源

借入超過額

起債※2
100%

0

、

決算額

21.000,000

942,700

47233,000

14,000.000

0

100,000

一般財源

※3:一般補助施設整備等事業債充当率90%(交付税措置率30%)

809800

17,868,400

11β(X)ρ00

区分

A

補助対象外
経費

現在の借入額
(予算額)

C十D

0

補助対象経費

(単位:円)

本来借入れすぺき額
(決算額)

8,400

不用額

借入超過額

21,000,000

0

国庫補助額
補助対象経費
.×50%

1,928300

計

17868.400

2200,000

0

10,500ρ00

県補助額
(補助刻象経費
・国庫補助額)
X40%)

9,030300

2300,000

則源

B

8,934,000

4200,000

起債※3
90%

C=A+B

3,573,000

5,600.000

一般財源

(単竝:円)

4,800,000

700,000

不用額

11

借入超過額

561,400

合計

0

800'000

3,131,600

3,100,000

D



業1

要概

端防波,岸基礎災害復旧工事【R2→R3年度'越事業

R2年9月の台風10号により、沸島小中学校横の端島防護護岸の被覆プ

ロック(根固めプロック)34個が南側に流出したことから、基礎捨石、被

覆石、被覆ブロックを復旧した。

23,190200円

. R2年度支出:フ,700ρ00円(前払金)

・ R3年度支出:15,490200円

令和2年11月26日~令和3年5月31日

.完成検査令和3年5月26日

2契約額

3 契約期間

4 復旧箇所

^.

別紙1-1

4
.

凡例

飛散づロッウ

飛散ブロック

づロッウ設置

凹

復旧延長

基礎捨石工

被石工

被ブロックエ

(プロック

(現況)

撤去処分)

t-1「ハ尚校)

L=32m

V=フ7金

V=93m

34個

40 t:23 個・ 25 t:1'1 個)

損壊前

工事箇所

損壊後侭298 0

喜
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長
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事業

概

謹削破茂

端島海岸海岸災害復旧工事 R2→R3年度"越事業】

要

契約額

契約期間

令和2年9月2日に本市へ最接近した台風9号の影

西側護岸を原形復旧した。

60,969,700円

令和3年7月14日~令和4年2月28日

・完成検査令和4年2月24日

4 復旧箇所

平面図

別紙1-2

により被災した端島

復旧延長

護岸天揣

構造物取壊工

場所打]ン刎ートエ

,゛.,

L=306m

VV=29~30m

V=138m

>=377r6

興点
^106

工事箇所

損壊状況
、 損壊状況
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事業3

要概

端炭坑跡瓦設工事 R2→R3年度越業】

台風による史跡内構造物への被害を軽減するため、 R2年度に端島見学
通路周辺のコンクリート片や石(以下「瓦礫」という。)を、越波や風の
影響の少ない場所へ移設するとともに、一部の瓦礫についてはまとめてネ
ツトで被覆する対策工事を実施していたが、令和2年9月2日に長崎市へ
最接近した台風9号の影響により、工事目的物が被災した。
そのため、令和3年度は対策工法を見直し、瓦礫を揣島北側の端島小中

学校グラウンド周辺に移設した。

17868,400円

令和3辱5月12日~令和3年9月21日

・完成検査令和3年8月11日

【移設先】

◎端島小中学校グラウンド

契約額

契約期間

4 施工場所

別紙1-3

⑧

④第2見学広場周辺

施行則

【移設元〕

⑧第1見学広場周辺

施行後

瓦礫の移設V=170nl

⑥

/'..・、,ー",.'.ー"':、¥.D ~
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